
ⅦⅦ  工工場場・・指指定定作作業業場場のの設設置置状状況況  

１ 工場数              （各年度末現在） 

 
 

年度 
 業種 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 元年度 

市
所
管
分 

食料品製造業 52  52  52  51  51  49  51 51 

 飲料製造業 2 2 2 2 2 2 2 2 

繊維工業 4  4  4  4  4  4  4 4 

衣服・繊維製品製造業             

木材・木製品製造業 28  28  28  28  27 27 20 20 

家具・装備品製造業 14  14  14  14  14  14  14 13 

紙加工品製造業 3  3  3  3  3  3  3 3 

 出版・印刷業 18  18  18  18  17 16 12 12 

化学工業 3  2  2  2  2  2  2 2 

舗装材料製造業               

プラスチック製品製造業 11  11  11  11  11  11  7 7 

ゴム製品製造業 2  2  2  2  2  2  1 1 

皮革製品製造業               

石油・石炭製品製造業 2  2  2  2  2  2  2 2 

窯業・土石製品製造業 18  17  17  17  17  17  17 17 

非鉄金属製品製造業 2  2  2  2  2  2  2 2 

金属製品製造業 52  52  53  54  54  54  36 36 

一般機械器具製造業 27  27  27  25  24 24 16 16 

電気機械器具製造業 67  66  66  64  64 62 38 38 

輸送用機械器具製造業 19  19  19  19  18 17 15 15 

精密機械器具製造業 16  16  16  16  16  15  9 9 

その他の製造業 7  7  7  7  7  6  11 5 

電気・ガス 4  4  4  4  4  4  4 4 

自動車整備業 116  113  113  112  113 108 81 80 

クリーニング業 19  19  19  20  21 19 18 18 

廃棄物処理業 5  5  5  4  4  3  3 3 

その他の業種 9  9  9  9  9  7  8 15 

 

 

合計（事業所総数） 500  494 495 490 488 470 376 375 

留
保
分 

飲料製造業 1  1 1 1 1 1 1 0 

一般機械器具製造業          

電気機械器具製造業 2  2 2 2 2 2 2 1 

合計（事業所総数） 3  3 3 3 3 3 3 1 
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２ 指定作業場数              （各年度末現在） 

 年度 
業種 

２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 元年度 

市
所
管
分 

自動車駐車場 371  374 384 387 381 407 404 417 

自動車ターミナル  10  10 11 12 12 12 11 14 

ガソリンスタンド（ガス） 23  23 23 22 22 21 19 16 

自動車洗車場 6  6 6 6 6 6 6 7 

ウエストスクラップ処理場 1  1 1 1 1 1 1 1 

廃棄物の積替え場所  6  6 6 6 6 7 7 7 

材料置場 69  68 69 69 69 71 70 70 

畜舎 2  2 2 2 2 3 3 3 

めん類製造所 2  2 2 2 2 2 2 2 

豆腐又は煮豆製造所 4  4 4 4 4 4 4 4 

洗濯施設を有する事業場 61  61 61 61 61 63 45 45 

ガスタービンディーゼル機関 
ガス機関、ガソリン機関 1 1 1 1 1 1 2 1 

暖房用熱風炉・ボイラー 43  43 44 43 43 43 32 39 

焼却炉を有する事業場 7  7 7 7 7 8 8 8 

設備用揚水施設を有する事業場          

病院 1  1 1 2 2 2 2 2 

地下水揚水施設 1  1 1 1 1 3 4 2 

水道施設、工業用水道施設 1 1 1 1 1 1 1 1 

科学技術に関する研究等を行う 
事業所    1 1 1 2 2 

合計（事業所総数） 609  611 624 628 622 656 623 613 

留
保
分 

下水処理場 1  1 1 1 1 1 1 0 

合計（事業所総数） 1  1 1 1 1 1 1 0 

これらの工場・指定作業場は東京都環境確保条例別表第１及び同第２（条例第２条第７・８項）に規

定されているものです。 

該当する工場・指定作業場を新たに設置する場合、設備の変更をする場合は事前に府中市へ届け

出することが義務付けられています。 

 

同一事業所において複数の業種に該当する場合があり、各業種の合計と事業所総数は必ずしも一

致しません。 
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